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世界緑茶コンテスト2021は、（公財）世界緑茶協会の主催で開催され、斬新でお茶の未来を感じさせる商品であるこ
とを審査の主眼におき、国内外から応募のあった７９点（国内４０点、国外３９点）を審査、最高金賞・金賞・フロンティア
賞が決定。　
国際銘茶品評会は、茶の品質を競う国際的な品評会で、世界緑茶協会は
主催の世界茶連合会の依頼を受け、第７回（2008年）から協力団体として日本
の審査員の推薦や出品茶の取り纏めなどを行い、日本茶の品質の高さを世界
に広く発信している。
この度第１３回が開催され、日本から出品のあったお茶２１点が入賞。
　以下は、寺田直樹６代目園主のお話
　世界緑茶コンテストの方は、商品として優秀であることを認められまし
た。自社茶園のお茶を商品化したものが、今年、金賞を受賞することが出
来ました。
　一方の第１３回国際名茶品評会では、お茶の「質」が優秀であることの評
価をいただきました。この品評会は長い間開かれているもので、入賞した
場合は国際的に一定の評価を得ることができる国際品評会です。
　今回の２つの受賞を励みとし、今後生まれてくるであろう新しいアイデ
アの商品化に繋げて参りたいと考えます。（商は人なり　茶は心なり　飲
む人　造る人のふれあいを大切に）これに尽きます。今年も心を燃やせ！

ふくろい産業イノベーションセンターでは、12月17日㈮に袋井新産業会館キラット　あきはホールにおいて、医療・介護・
福祉業界交流会を開催しました。
これは、センター事業として実施する少人数参加形式で、大学や参加者間の意見交換の幅や深みを形成することを
目的に、業界別に催しています。
今年度2回目の交流会は、袋井市と磐田市内の医療・介護・福祉分野の企業

や団体関係者36名が参加しました。
大学からは、静岡理工科大学　機械工学科　准教授の飛田和輝氏が、「介
護施設内における車椅子の移動補助用誘導ロボット」について、同大学　電気
電子工学科　准教授の本井幸介氏が、「無拘束・無意識生体計測による次世代
型ヘルスケアシステムの医療・福祉支援へ
の展開」について、研究発表を行いました。
意見交換も予定の時間を大幅に越える
活発なやり取りとなり、今後の産学官金連
携活動の促進に期待を抱かせる機会創出
となりました。

受賞した盾と証書　等
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募集対象
０歳児～２歳児

住所 〒437-0027 袋井市高尾町２６-２ 浅羽ビル１階
電話 ０５３８-３１-２９１１  ＦＡＸ ０５３８-３１-２９１２

商工会議所会員企業・
事業所の皆様へ

園児募集
年間を通じて随時募集中！！

キラット保育園は、どまんなか袋井まちづくり㈱が
運営する袋井市認定の保育園です。

2021年7月～12月限定

あきはホール
会場費
50%OFF!!
JR袋井駅から徒歩1分！！どなた様でもご利用いただけます！！

お問合せ先：どまんなか袋井まちづくり株式会社　0538-31-2961

税理士法人　土屋会計事務所
税理士　土屋尚子電子帳簿保存制度が始まりました

vol.97
サービス業部会発

①電子メールで請求書や領収書を送受信している
②アマゾン等のインターネットサイトで物品購入している
③公共料金の請求内容は紙ではなく、インターネット
で確認している
④クレジットカードの利用明細をインターネットで入手
している
⑤電子マネーの電子決済サービスを利用している
⑥従業員がネットで購入した旅費を立替払いで精算
している

⑦電子請求書や電子領収書を受領している
⑧複合機でFAXを電磁的に受け取って紙を出力して
いない
⑨請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメ
モリで受領している
⑩大手メーカーとの取引に専用のシステムを（EDIシ
ステム）を利用している
⑪運送会社の請求データをネットで入手している

　令和4年１月１日から「改正電子帳簿保存法」が施行され、電子取引の取引情報に係る電磁的記録（電子取引データ）
については、オリジナルデータの保存が義務化されました。
　これは、インターネットショッピングサイトでの購入も該当するので、ショッピングサイトの領収書等がWeｂ上で表示される場
合は、その領収書等を電子的に保存しなければ、法人税法上・所得税法上の証拠書類として認められないということに
なります。
　更に、令和５年１０月から導入される「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」についても、領収書等の発行や受領
に関する事柄を具体的に検討しておかなければならないことが多数あります。
　しかし、電子帳簿保存法やインボイス制度について事細かくお伝えしてもかえって混乱してしまうかもしれませんので、まず
事業所においてどれだけの電子取引が存在するのかを確認していただくことがスタートです。
　事業者の中には「取引のすべてを紙ベースでやり取りしている。」と勘違いされている方もいらっしゃるのではないかと
思いますので、次のチェック項目を確認してみてください。

※電子取引チェック項目※

　以上１１項目を挙げましたがいかがでしたか。電子帳簿保存法は関係ないと思われていた事業所も必ず１～３項目くらい
は、当てはまったのではないでしょうか。
　この制度は１月１日から既に始まっていますが、今からでもまだ間に合います。もう一度、事業
所のすべての取引を見直してみて下さい。
　なお、この制度への準備期間が足りないことから、実施延長等の柔軟な対応を望む声があ
がっており、令和4年度税制改正大綱で見直される可能性が出ていますが、いずれにしまして
も電子帳簿保存法は始まっていますので、事業所の事務の効率化のために進めてください。
　詳しくは国税庁のＨＰに「電子帳簿保存法一問一答」等が掲載されていますので参考にし
て下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱TKC出版「電子取引・インボイス対応ワークブックVol.1」参照


